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☆ 障害のある人に対する差別をなくすための施策 フロー図 

 第３章の施策を図としてまとめたものが以下のものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県（第29条第2項）

　① 助言・情報提供

 特定相談（第29条第1項） 　② 関係者間の調整

 （障害のある人に対する 　③ 関係行政機関への通報等

 　差別に関する相談） 　④ 申立ての援助

 地域相談員（第30条）  広域専門相談員（第31条）

　① 身体障害者相談員 　① 地域相談員に対する指導・助言

　② 知的障害者相談員 　② 特定相談事例の調査研究

　③ 精神保健福祉相談員 　③ 特定相談に関する業務

　④ 知事が特に認めた者 　④ 申立てに係る事実の調査

 対象事案の解決のための  県（第33条）

 助言・あっせんの申立て 申立てに係る事実の調査

　　　　　　　　　（第32条）

 （障害のある人に対する

 　差別に該当する事案）

 障害のある人の相談に関する

 調整委員会（第34条）

対象事案関係者に対する

助言・あっせん  県

勧告（第35条）

↓ ※勧告拒否

公表（第36条）

※意見聴取（第37条）
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